
令和８年度 出納局の重点方針

基 本 方 針

「新・宮城の将来ビジョン（実施計画）」に掲げる各施策の円滑な推進を図るため、「社会情勢
の変化に応じた柔軟な制度運用」に努めるとともに、「会計・契約・検査業務の適正な執行」「内
部統制活動の推進」「優良事業者育成・確保の推進」の実施により、会計事務の適切な執行に取り
組んでいきます。
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１ 社会情勢の変化に応じた柔軟な制度運用
（１）会計事務ＤＸの推進【全課共通】
全庁における、調達、契約、請求及び支出などの一連の会計事務に関し、将来のデジタル

完結の実現に向けて、既存の業務プロセスの見直しを含め、業務効率化のためのデジタル技
術の活用について検討を進めます。
また、みやぎＤＸ推進ポリシーに基づき、出納局はもとより会計事務担当者の働き方改革

を推進するため、生成ＡＩを活用した“経営・財務分析の高度化”や“決算・公会計事務及び会
計処理・内部統制の効率化”などの実現に向けて、出納局が一丸となって検討を深化させます。
併せて、会計事務の最適化に向けた業務見直しにも積極的に取り組み、適切な行政サービ

スの維持や県民生活の利便性向上を図ります。

（２）キャッシュレス化の推進【出納総務課・出納管理課】
県民の利便性向上や業務の省力化・効率化を図るため、公金の取扱いに関するキャッシュ

レス化に取り組みます。
また、行政手続の手数料や施設の使用料などについて、令和８年３月末に使用が終了した

収入証紙に代わる納付方法でもあるキャッシュレス決済の安定的な運用を行います。



２ 会計・契約・検査業務の適正な執行
（１）会計事務の適正な執行【出納総務課・出納管理課】
出納機関として、みやぎ財政運営戦略（第４期）も踏まえ、県全体の公金の管理・運用を

適切に行うほか、収納、支出及び指導検査を適正に実施するとともに、各所属からの出納事
務に係る相談等に真摯に対応し、適切な執行の指導・支援に努めます。
また、令和８年度決算分から対応する地方公会計の統一的な基準見直しによる所有外管理

資産の資産計上などの準備を行うとともに、各所属への支援の充実を含め、決算関係事務を
適切かつ円滑に進めます。

（２）契約事務の適正な執行【契約課】
入札・契約制度の適切な運用により、透明性を確保し公正・公平な入札執行と契約事務を

推進します。
令和８年７月の入札参加登録システムの運用開始に向けて利用者への周知を図り、安定的

な運用や更なる業務の効率化に取り組みます。
また、職員研修の実施や事務処理マニュアルの充実などにより、契約事務及び物品管理事

務が適正に行われるよう職員の意識啓発に努めます。

（３）検査業務の適正な執行【検査課】
工事検査に当たっては、検査員の技術向上や標準化に努め、公平性・客観性を確保しなが

ら計画的かつ効率的に実施します。
また、工事施工段階での確認・指導を強化するため中間検査の実施を促進し、工事目的物

の品質確保及び向上を図ります。



３ 内部統制活動の推進【出納管理課】
内部統制行動計画（令和７年４月改定）に基づくリスク対策の確実な実施を推進するとと

もに、公務研修所における階層別研修や各種会計事務研修を通じて、内部統制の更なる強化
に努めます。
また、「業務フロー図」の利用による業務の標準化・見える化をはじめ、内部統制の不備

防止に有効な各種ツールの活用及び取組の実践定着を促進し、財務事務の適正な執行を図り
ます。

４ 優良事業者育成・確保の推進
（１）地元企業の受注機会の確保【契約課】
発注部局と連携し、情勢に応じた入札・契約制度の改善を進めながら、地域経済を支える

地元企業の維持発展を図り、持続可能な地域社会を実現するため「地域で調達できるものは、
地域に発注する」ことを基本方針とし、地元企業の受注機会の確保に取り組みます。
また、物価高騰・労務費の適切な価格転嫁に係る対応についても、発注所属において適切

な対応ができるよう、問合せや相談に応じ、助言を行います。

（２）政策目的に沿った優先調達の促進【契約課】
障害者雇用促進企業、環境配慮事業者及び女性活躍・働き方改革推進事業者など一定の条

件を満たす事業者を対象とした優先発注期間を設けるなど、政策推進のインセンティブとし
て物品調達等における優先調達の推進に取り組みます。

（３）優良建設工事施工業者表彰【検査課】
県内企業の技術力向上を支援するため、他の模範となる優良建設工事を選定し施工業者を

表彰するとともに、県工事成績考査結果の上位者と併せてホームページで公表します。


